
番
号

頁 回答

1

当初の設計で施工が困難な場合は、協
議のうえ工法の変更を検討します。

2

受注者の責によらない事由により、工
期の延期を要する場合は、協議のうえ
延長を検討します。

水替えが困難な場合、工法の変更を
してもらうことが可能ですか。

工期の延長は可能ですか。

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整63

工 事 名 崎津第六第十五幹線工事

質問内容


